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11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施します 
～過重労働の解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を実施します～ 

 

11 月は「過労死等防止対策推進法」に基づく「過労死等防止啓発月間」です。また、

本年７月６日、長時間労働の抑制を図るため、時間外労働に上限を設けるなどの労働基

準法の改正をはじめとする「働き方改革関連法」が公布されたところです。  
このため、厚生労働省では、同月間において、過労死等の一つの要因である長時間労

働の削減など、過重労働の解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行う「過重労働

解消キャンペーン」を実施します。  
熊本労働局（局長 神保 裕臣）においては、使用者団体等への協力要請、電話相談、      

重点監督、ベストプラクティス企業への職場訪問等の取組を行います。 
 
■「過重労働解消キャンペーン」の概要（詳細は別紙参照） 
 
１ 使用者団体等への協力要請を行います 

キャンペーンの実施に先立ち、県内の使用者団体等に対し、傘下の企業等において、

長時間労働の削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組が実施されるよう、  

積極的な周知･啓発について協力を要請します。なお、主要な使用者団体に対しては、

熊本労働局長から直接協力要請を行います（別紙参照）。 
 
２ 電話相談を実施します 

「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）を全国一斉に実施し、都道府県労働局の担当

官が、過重労働や賃金不払残業など労働条件全般にわたる相談に対応します。 

実施日時      ： 11月４日（日）９：00～17：00 
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３ 重点監督を実施します 

過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導（重点監督）を

実施します。 
 
４ ベストプラクティス企業への職場訪問を実施します 

熊本労働局長が、長時間労働の削減に向けた積極的な取組を行っている県内企業を 

訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて紹介します。 
 
５ キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します 

使用者等へのリーフレット（別添参照）の配布、広報誌、ホームページの活用により、

キャンペーンの趣旨などについて、広く県民に周知を図ります。  

【照会先】 

熊本労働局労働基準部監督課 

課          長  斉  藤 将 

主任監察監督官 堀  田 英 一 
(過重労働特別監督監理官)  

監 察 監 督 官  中小原 優 

   電話 096－355－3181 
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平成 30 年度過重労働解消キャンペーン【熊本労働局版】 

 
 

１ 実施期間 

  平成 30 年 11 月１日（木）から 11 月 30 日（金）までの１か月間 

 
 

２ 具体的な取組 

（１）使用者団体等への協力要請を行います 

キャンペーンの実施に先立ち、以下の県内の使用者団体や労働組合に対し、傘下の企

業や労働組合において長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組が

実施されるよう、積極的な周知・啓発等の実施について協力を要請します。 
 
ア 使用者団体 

①熊本県経営者協会、②熊本県商工会議所連合会、③熊本県商工会連合会、④熊

本県中小企業団体中央会、⑤（一社）熊本県建設業協会、⑥（公社）熊本県トラ

ック協会、⑦（一社）熊本県タクシー協会、⑧（一社）熊本県バス協会 
 

イ 労働組合 

日本労働組合総連合会熊本県連合会 
 

ウ 地方公共団体・関係団体 

①熊本県、②熊本市、③熊本県社会保険労務士会および④一般社団法人熊本県労

働基準協会に対して、過重労働解消キャンペーンの周知について協力を依頼しま

す。 
 

■ 主要使用者団体等への協力要請・協力依頼  
熊本労働局長から、上記アの①から④の使用者団体およびイの労働組合に対して

直接協力要請を行うとともに、上記ウの①から③の団体に対して直接協力依頼を行

います。  
 
  １ 日 時  平成 30年 10 月 31日（水）11 時 30分～12 時 00分（予定） 
 

２ 場 所  ニューオータニホテルズ ザ・ニューホテル熊本 
 

３ 取材依頼  
  本件の協力要請につきましては、取材いただくことができますので、是非取材

をお願いします。（要請書等の写しは当日報道機関の皆様にも配付します。） 

 

 

（２）電話相談を実施します 

フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県

労働局の担当官が、過重労働や賃金不払残業など労働条件全般にわたる相談に対応し

ます。 

別紙 
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[実施日時] 平成 30 年 11月４日（日）９：00～17：00 

 

 「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、相談や情報提供を受け付けます。 
 
ア 熊本労働局または管内の労働基準監督署（開庁時間 平日８：30～17：15） 

 
イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】 

平日夜間・土日に、労働条件に関して、無料で相談を受け付けています。 
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[相談受付時間] 月～金 17：00～22：00、土・日 10：00～21：00  
[URL]:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088143.html 
 

ウ 労働基準関係情報メール窓口 

   労働基準法等の問題がある事業場に関する情報を受け付けています。  
[URL]:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/rou

doukijun/mail_madoguchi.html  

 
 

（３）重点監督を実施します 

 ア 監督の対象とする事業場等 

   以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。 

＜※ 昨年度の重点監督の実施結果については、別添参照。＞ 
 

① 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等 
 
② 労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高

いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等 
 
 イ 重点的に確認する事項  

① 時間外･休日労働が、｢時間外・休日労働に関する協定届｣（いわゆる 36 協定）の

範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。 
 

② 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は 

是正指導します。 
 

③ 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。 
 

④ 長時間労働者については、医師による面接指導等の健康確保措置が確実に講じら

れるよう指導します。 
 
ウ 書類送検 
 
  重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。 

※ 監督指導の結果、公表された場合や、１年間に２回以上同一条項の法違反について

是正勧告を受けた場合は、ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人を、一

定期間受理しません。また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワー

クと同様の取り組みを行うよう協力をお願いしています。 

 
 



（４）ベストプラクティス企業への職場訪問を実施します 

報道機関に公開の上で、熊本労働局長が、長時間労働の削減に向けた積極的な取組を

行っている県内企業を訪問し、その取組事例を熊本労働局のホームページなどを通じて

紹介します。 

（詳細については、改めて記者発表を行い、お知らせします。） 

 

（５）キャンペーンなどの趣旨について周知・啓発を実施します 

使用者等へのリーフレット（別添参照）の配布、一般社団法人熊本県労働基準協会発

行の広報誌「熊本県 労働基準協会報」（10 月 15 日発行）等への記事掲載、熊本労働局

ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて、広く県民の方に周知を

図ります。 

 

（６）過重労働解消のためのセミナーを開催します 

企業における自主的な過重労働解消対策を推進することを目的とした「過重労働解消

のためのセミナー」(厚生労働省委託事業。別添リーフレット参照)を、平成 30 年 11 月 28

日（水）、くまもと森都心プラザ（A･B 会議室）で開催します。 

【セミナーの内容】 

＜※ 無料でどなたでも参加できます。定員約 100 名 事前予約制（先着順）＞ 

 ① 「過重労働」の現状と企業経営に与える影響 

 ② 知っておくべき労働時間等に関する基準 

 ③ 対策に必要な「関係法令」 

 ④ 陥りがちな違法行為 

 ⑤ 防止のための事業主等に求められる措置 

 ⑥ ストレスチェック制度とは 

 ⑦ 職場のパワーハラスメント対策 

 ⑧ 実施すべき取組と防止対策の具体例 など 

   ※  過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策、取組事例紹介などテキスト

に掲載されていない具体的な取組例も紹介 

［専用ホームページ］http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/ 

 

（７）過労死等防止対策推進シンポジウムを開催します 

過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会の実を目的として

「過労死等防止対策推進シンポジウム」(別添リーフレット参照)を、平成 30 年 12 月２日

（日）、水前寺共済会館グレーシア（熊本市中央区水前寺１丁目 33-18）で開催します。 

【プログラムの内容】 

＜※ 無料でどなたでも参加できます。定員 100 名 事前申込み＞ 

 ① 主催者挨拶・働き方改革説明 

 ② 基調講演「メンタルヘルスと働き方改革～法改正とエビデンスを踏まえた新たな働き方の探求～」 

 ③ 過労死遺族による体験談発表 

 ④ パネルディスカッション「働き方改革関連法の成立を契機として考えてみよう職場環境」 

［専用ホームページ］https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo 



１　法違反の状況（是正勧告書を交付したもの）

○

表１　重点監督実施事業場数

（注１） 主な業種を計上しているため、合計数とは一致しない。

（注２） かっこ内は、監督指導実施事業場数に対する割合である。

（注３）

（注４） 労働基準法第37条違反〔割増賃金〕のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まない。〕。

（注５）

（注６） 「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。

表２　事業場規模別の重点監督実施事業場数

表３　企業規模別の重点監督実施事業場数

接客娯楽業 4

（6.9%）
7

2 15 11 10 29 34

13 34
（12.9%） （33.7%）

9
（8.9%）

19
（18.8%）

19
（18.8%）

101

（100％） （62.4%）

63 46

（45.5%）

8

（7.9%）

4

（4%）

3

労働基準法第32条違反〔36協定なく時間外労働を行わせているもの、36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせてい
るものなど違法な時間外労働があったもの。〕の件数を計上している。

労働安全衛生法第18条違反〔衛生委員会を設置していないもの等。〕、労働安全衛生法第66条違反〔健康診断を行っていないも
の。〕及び労働安全衛生法第66条の８違反〔１月当たり100時間以上の時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接
指導の申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないもの。〕を計上している。

その他の事業
（注６）

8

1 1

300人以上

101

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人

（2%） （14.9%） （10.9%） （9.9%） （28.7%） （33.7%）

0

0 0

1 0

100～299人

101

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人 100～299人 300人以上

2

（5%）

5
（5%）

14
（13.9%） （71.4%）

0

10

（66.7%）
建設業 5

44
（43.6%）

（100%）

5
（100%）

5
（84.6%）

11
（100%）

5

6
（43.2%）

19

（8.9%）

9

（5%）

5

13

5
（12.9%）

教育・研究業 4

別添

平成29年度「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果

　重点監督実施状況
　平成29年度過重労働解消キャンペーン（11月）の間に、101事業場に対し重点監督を実
施し、63事業場（全体の62.4％）で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反と
しては、違法な時間外労働があったものが46事業場、賃金不払残業があったものが8事業
場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが4事業場であった。

重点監督
実施事業場数

（注１）

労働基準関係法令違
反があった事業場数

（注２）

主な違反事項別事業場数

労働時間 賃金不払残業 健康障害防止措置

（注３） （注４） （注５）

合計

1 1

商業 9 1 0

主
な
業
種

製造業 11

運輸交通業 3



２　主な健康障害防止に係る指導状況（指導票を交付したもの）

(1)

表４　重点監督における過重労働による健康障害防止のための指導状況

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

(2) 　労働時間の適正な把握に係る指導状況

表５　重点監督における労働時間の適正な把握に係る指導状況

（注１）

（注２）

32 10 2 22 2 0 0

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。

各項目のかっこ内は、それぞれの指導項目が、労働時間適正把握ガイドラインのどの項目に基づくものであるかを示している。

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。

１月100時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者又は２ないし６月の平均で80時間を超える時間外・休日労働を行っ
ている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めることなどを指導した事業場数を計上している。

「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」又は「労働者の精神的健康の保持
増進を図るための対策の樹立に関すること」について、①常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査
審議を行うこと、②常時50人未満の労働者を使用する事業場の場合には、労働安全衛生規則第23条の２に基づく関係労働者の意
見を聴くための機会等を利用して、関係労働者の意見を聴取することを指導した事業場数を計上している。

時間外・休日労働時間を１か月当たり45時間以内とするよう削減に努め、そのための具体的方策を検討し、その結果、講ずるこ
ととした方策の着実な実施に努めるよう指導した事業場数を計上している。

医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするための仕組み等を予め定めることな
どを指導した事業場数を計上している。

　監督指導を実施した事業場のうち、32事業場に対して、労働時間の把握が不適正であ
るため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に
関するガイドライン」（労働時間適正把握ガイドライン）（※）に適合するよう指導し
た。

指導事業場数

指導事項（注１）

始業・終業時刻
の確認・記録
（ガイドライン

４(1)）

自己申告制による場合

管理者の責務
（ガイドライン

４(6)）

労使協議組織の
活用（ガイドラ
イン４(7)）

自己申告制の説
明（ガイドライ
ン４(3)ｱ・ｲ）

実態調査の実施
（ガイドライン
４(3)ｳ・ｴ）

適正な申告の阻
害要因の排除
（ガイドライン

４(3)ｵ）

3

指導事業場数

指導事項（注１）

面接指導等の
実施（注２）

長時間労働によ
る健康障害防止
対策に係る調査
審議の実施
（注３）

月45時間以内
への削減
（注４）

月80時間以内
への削減

面接指導等が実施
出来る仕組みの整

備等
（注５）

85 34738118

ストレスチェッ
ク制度を含むメ
ンタルヘルス対
策に係る調査審

議の実施

　過重労働による健康障害防止のための指導状況
　監督指導を実施した事業場のうち、85事業場に対して、長時間労働を行った労働者に
対する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導し
た。



３　重点監督により把握した実態

(1)

表６　違法な時間外労働があった事業場における時間外・休日労働時間が最長の者の実績

(2)

表７　重点監督実施事業場における労働時間の管理方法

（注１） 労働時間適正把握ガイドラインに定める始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法を指す。

（注２） 監督対象事業場において、部署等によって異なる労働時間の管理方法を採用している場合、複数に計上している。

1842

　時間外・休日労働時間が最長の者の実績
　監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった46事業場において、時間外・休
日労働が最長の者を確認したところ、28事業場で１か月80時間を、うち17事業場で１か
月100時間を、うち3事業場で１か月150時間を超えていた。

200時間超
150時間超
200時間以下

100時間超
150時間以下

2

　労働時間の管理方法
　監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、2事業場
で使用者が自ら現認することにより確認し、42事業場でタイムカードを基礎に確認し、
18事業場でICカード、IDカードを基礎に確認し、37事業場で自己申告制により確認し、
始業・終業時刻等を確認し記録していた。

使用者が自ら現認
（注２）

自己申告制
（注２）

37

原則的な方法（注１）

ICカード、IDカードを基礎
（注２）

タイムカードを基礎
（注２）

80時間超
100時間以下

80時間以下
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